
件　　　名 令和７年度橋梁点検及び長寿命化基本設計業務委託 №5200416

工（納）期

契約締結日

契約金額

随意契約（相手方指定）調書

相手方指定理由

令和　８年　３月３１日

令和　７年　４月　１日

３９，６７９，２００円（消費税込み）

別紙に記載のとおり。

（法人番号：7011001009774）

契約相手方
JR東日本コンサルタンツ株式会社

備　　考



契約審査委員会資料

R7.3.11

件　　名

名　称

所在地

代表者

業者選定理由書

令和７年度橋梁点検及び長寿命化基本設計業務委託

物品契約・随意契約（相手方指定）

経理課契約係

指名業者
（案）

JR東日本コンサルタンツ株式会社

東京都品川区西品川一丁目１番１号

代表取締役　大西　精治

特命理由

その他
特記事項

○根拠規定：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
（性質又は目的が競争入札に適さないもの）

　本件は、橋梁長寿命化修繕計画の修正を行い、橋梁の補修に向けた補修計画
の策定及び基本設計を実施するものである。
　主管課からは、契約締結請求にあたり、部の機種・業者選定委員会の了承を
得たうえで、上記業者を契約の相手方としたい旨の依頼があった。

　経理課として検討したところ、
　①　本委託により実施するJR東日本線上空部以外の点検は、橋梁に関する業
　　務実績のある業者であれば実施可能であるが、点検結果を踏まえた橋梁長
　　寿命化修繕計画の修正、補修計画の策定、基本設計までの業務について
　　は、JR東日本上空部を含めた橋梁全体を一体的に行う必要がある。
　　上記業者は、点検以降の補修計画等を立案する者の目線で橋梁全体を点検
　　することが可能となるため、より的確な補修計画の立案が期待できる。
　②　３橋のうち第二日暮里跨線道路橋の点検では、日本貨物鉄道株式会社
　　（以下：JR貨物）線路内に立ち入るため、軌陸車の搬入等の業務実績を持
　　つ業者の手配が必要であり、前回委託（令和２年度）では、受託業者が該
　　当する業者を探すのにかなりの時間を要したが、上記業者であれば、JR貨
　　物との協議実績が豊富であり、また、JR線路を使用しての軌陸車による点
　　検も可能となり、効率的な作業が期待できる。
　③　荒川区の管理している橋梁すべての調査・設計を行った実績があり、区
　　の状況についても熟知していることから、確実な履行が期待できる。

　　　以上のことから、上記業者を相手方に指定した随意契約を締結する。


